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松井克浩のエックス 2024年 7月（抜粋） 

 

今月の「つぶやき」を抜粋で集めました。 

 

【6月 28日】 

2050 年の漁獲量はほぼゼロか。日本近海から魚が減っています。温暖化による海水温の変

化などで生育環境が変わったため。スルメイカの漁獲量は最盛期の 5％、サンマは 3％。50

年頃にはほぼゼロになるペースで減っています。 

「獲る」から「育てる」に発想の転換が求められています。 

 

『今月のエックス 2024年 6月（抜粋）』 

 

【6月 29日】 

「仕事は、中心となる本体部分だけでなく、周辺部分や後始末の部分まで終えなかったら、き

ちんと仕上げたとは言えない。」 

 

【6月 30日】 

「その言葉を発するからには、発するだけの“理由”が必ずあ

る」 

 

【7月 1日】 

公益法人制度改革！より柔軟・迅速な公益的活動のために～行政手続き面から | 大阪の

企業会計の主治医 

公益認定・変更手続や合併等に関する行政手続が簡素化・合理化されます。 

 

【7月 2日】 

資産管理の観点から見た中小企業における不正の３つのケース | 大

阪の企業会計の主治医 

なぜ不正が起こるのか、不正を起こさないためにはどうすればよいの

か、を考えます。 

 

【7月 3日】 

相続税調査の厳格化。国税当局は富裕層への調査で節税策などに対し、税負担の大幅増

に繋がる「総則 6項」の適用を急拡大しました。これは「著しく不適当と認められる財産の価額」

の場合、通常の算定ルールとは別の方法で財産評価をやり直させる規定。国税当局だけが

主張できます。 
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【7月 4日】 

ますます増える大人用紙おむつ 

 

【7月 5日】 

テレビからスマホへ 

 

【7月 6日】 

「自分が苦しい、嫌だなと思う状態そのものに意識を密着させて、そのなかに入り込んで、そ

れを完全に受け入れることができると、自分が嫌だなと思っていたことが、そんなに嫌ではな

くなります。」 

 

【7月 7日】 

「『聞く力』はスキル（技術）。練習次第でどんどん向上する」 

 

【7月 8日】 

NPO法人が遺贈寄付を受ける２つのケースの会計処理 | 大阪の企業会計の主治医 

自分が死んだら財産の一部を NPO 法人に寄付したいと考えている方

は、確実にいらっしゃいます。 

 

【7月 9日】 

訪日客への消費税免税制度の転換 

 

【7月 10日】 

汚泥で発電。ベトナムのエビ養殖池で実証運転が始まります。 

養殖池の底にたまった汚泥を回収しレモングラスの抽出かすと混ぜてバイオガスを発生。こ

れを使って発生する電力を養殖池で水中に酸素を送り込むための装置などに利用します。 

年間 40 トンの二酸化炭素の削減に効果。水質も向上。 

 

【7月 11日】 

風鈴を見かけますか 
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【7月 12日】 

公益法人を立入検査して考えさせられる収支相償 | 大阪の企業会計の主治医 

収支相償の問題は対応に苦慮します。 

「公益目的事業会計（黒字）＋法人会計（赤字）＝法人全体（黒字）」とい

う場合にはどうしますか？ 

 

【7月 13日】 

「人間は弱い生き物だ。しかも、それに気づいていながら強くなろうとしない。」 

 

【7月 14日】 

「『働かされている』から『好きなように働く』に意識が変わると、思うように成果が出ます。」 

 

【7月 15日】 

女性は、自分の夫を他人にどう言うか。「主人」が多いでしょうね。気のおけない間柄なら「ダ

ンナ」かな。 

先日のことです。居酒屋の後ろのテーブルでは、中年女性

が盛り上がっていました。その人たちの選択は「亭主」。ほぉ

ー。フランス映画『髪結いの亭主』を思い出しました。 

 

【7月 17日】 

インボイス制度に対応するための注意事項 | 大阪の企業会計の主治医 

令和 5年（2023年）10月 1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入されたインボイス

方式。 対応するための注意事項とは。 

 

【7月 18日】 

改正された暦年課税制度と相続時精算課税制度 | 大阪の企業会計の主治医 

贈与税の暦年課税と相続時精算課税は、いずれも改正されまし

た。どちらを選択するのがオトクなのか？ 

 

【7月 20日】 

「年齢によって着るものなど変える必要はない。『個』によって変

えればいい。」 

 

【7月 21日】 

「相手を惹きつけるカギは、相手の頭の中にあります。あなたの感情や話術ではありません。」 
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【7月 22日】 

FAQ【所得税】 

『修正申告により追加納付する消費税等の損金算入時期』 

 

【7月 24日】 

貼りつけた画像を開いて「＋」をクリック。 展開して解説をお読みください。 

【上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除】 

「前年に確定申告をしていなかったが、今年になって譲渡損

失の繰越控除はできるか？」 

 

【7月 25日】 

大阪市では 2024 年 7 月から「こども誰でも通園制度」がスタート。これは保護者の就労状況

に関わらず保育サービスを利用できる制度です。国は 2026年度に全国で導入予定。 

しかし保育士不足の影響で想定の半分ほど。保育士を増やすには処遇改善を継続的に進め

ないと。 

 

【7月 26日】 

社会福祉法人における関連当事者取引の注記 | 大阪の企業会計の主治医 

関連当事者との取引の内容』という注記項目は、本当に「該当事項な

し」という記載で間違いないでしょうか。 

 

【7月 27日】 

「『素直な性格』とは、端的にいうと『損得を抜きにして全力投球する』と

いう姿勢を持っていることを指す。」 

 

【7月 28日】 

「自分の扱い方は自分が他人に教えている」 

 

【7月 29日】 

先週の公益法人立入検査。満期保有目的の債券について原則的な評価基準は償却原価法

です。原価法ではありません。 

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しい場合に限って、償却原価法を採用しないこと

が認められます。 
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